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１ 監査の種別  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定

による財政援助団体等の監査  

 

２ 監査の対象  

⑴   援助団体 菟田野まちづくり協議会  

⑵   対象年度 令和４年度及び令和５年度  

⑶   所管部署 政策推進部  政策推進課  

 

３ 監査の期間  

  令和７年１月１５日から令和７年３月２７日  

 

４ 監査の方法  

  令和４年度及び令和５年度における財政援助団体の出納その他の

事務が、法令等に基づき適正に行われているかどうかを主眼に実

施した。  

  監査の実施にあたっては、監査対象団体及び監査対象部署に提出

を求めた関係書類の調査とともに、関係者に対する質疑を行うな

どにより実施した。  

 

５ 事業の内容  

⑴  菟田野まちづくり協議会の概要  

名 称  菟田野まちづくり協議会  

設 立 年 月 日  平成２５年９月１５日  

設 立 目 的  

菟田野地域の住民相互の交流と親睦を図り、生活

環境の保持、改善に努力し、文化・福祉の向上と、

豊かで住みやすい、活力ある地域づくりに寄与す

ること。  

協 議 会 の 区 域  菟田野地域全域  

協 議 会 の 事 務 所  
宇陀市菟田野宇賀志 177 番地の 1 

（宇賀志消防会館）  

役 員 構 成  

会長（1 名）  

副会長（2 名）  

会計（1 名）  

事務局長（1 名）  

監査（2 名）  

部会長（4 名←部会相当数）  
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⑵ 菟田野まちづくり協議会の組織  

   設立目的を達成するため、菟田野まちづくり協議会の部会及び

組織は次のとおりである。  

  

⑶ 主な事業  

    平成２５年９月１５日に設立した菟田野まちづくり協議会は、

設立目的を達成するために、５つの部会を設置して様々な事業

を通じて、住民のまちづくり意識の高揚を図るとともに、まち

づくり計画に基づき自主的なまちづくりに取り組み、地域の課

題解決に積極的に取り組む人材の発掘及び確保に努め、地域課

題の解決を目指すとともに地域住民の交流や親睦を図っている。 

 

  ア 令和４年度の主な事業  

 

イ 令和５年度の主な事業  

部会名  事業名等  

防災防犯部会  防災訓練  

福祉健康部会  ニュースポーツ体験会  

地域部会  地域支援活動、安心・安全啓発運動、初詣巡り    

特別活動支援  農業体験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会名  事業名等  

福祉健康部会  あいサポート 

産業観光部会  夢朝市  

地域部会  初詣巡り 

特別活動支援  農業体験、林業体験  
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⑷ 補助金の交付状況  

   菟田野まちづくり協議会へ交付された宇陀市いきいき地域づく

り補助金は次のとおりである。  

 

 

補助金の名称  
補助金の交付額  

令和４年度  令和５年度  

いきいき地域づくり補助金【基本分】  1,158,000 円  1,158,000 円  

いきいき地域づくり補助金【特別枠】  150,000 円  250,000 円  

  

⑸ 決算概要  

【収入】               （単位 円） 

科目（財源内訳）  Ｒ４年度  Ｒ５年度  比較増減  

決算額  

（Ａ）  

決算額  

（Ｂ）  

決算額増減  

(Ｂ )－ (Ａ ) 

前年度繰越金  354,911 393,713 38,802 

余剰返納金  0 -278,000 -278,000 

市補助金   

（いきいき地域づくり補助金）  

 

1,158,000 

 

1,158,000 

 

0 

市補助金        

（特別活動支援補助金）  

 

376,000 

 

250,000 

 

-126,000 

体験ツアー参加者負担金  125,500 79,500 -46,000 

預金利息  7 8 1 

収入合計  2,021,175 1,603,221 -417,954 
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【支出】               （単位 円） 

科目（事業名）  Ｒ４年度  Ｒ５年度  比較増減  

決算額  

（Ａ）  

決算額  

（Ｂ）  

決算額増減  

(Ｂ )－ (Ａ ) 

全体事業  293,372  148,284 -145,088 

  定期総会費用  3,960    3,452    -508 

視察研修  0   75,198 75,198 

協議会だより発

行  

0   69,634 69,634 

まち協イメージ

ソング制作  

  

100,000 

      

0 

  

-100,000 

新圃場開拓費  189,412 0 -189,412 

実行委員会事業費  602,332   0 -602,332 

 特別活動支援  577,707 0 -577,707 

 世代間交流  24,625 0 -24,625 

防災・防犯部会費  75,590 212,656 137,066 

  

  

  

  

  

防災研修   5,040 5,040 

小 中 学 生 対 象  

防犯活動  

 

75,590 

 

11,670 

 

-63,920 

小 中 学 生 対 象  

防災活動  

 

0 

  

195,946 

 

195,946 

福祉健康部会費  38,540 50,862 12,322 

  

  

  

  

健康づくり事業  30,000   18,782 -11,218 

あいサポート運

動  

8,540       0 -8,540 

スポーツ大会  0  32,080 32,080 

産業観光部会費  28,185 395,753 367,568 

  

  

  

うたの魅力発見

体験ツアー農業

体験  

 

 

0 

 

 

 395,753 

 

 

395,753 

賑わいづくり

「うたの夢朝

市」  

 

 

28,185 

 

 

0 

 

 

-28,185 

地域部会費  288,337 352,937 64,600 
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空き家調査  0  51,000 51,000 

地域支援活動  122,519 148,880 26,361 

地域美化活動  10,088  9,680 -408 

安心安全啓発運

動  

 

40,600 

  

31,000 

 

-9,600 

うたの初詣巡り  115,130 112,377 -2,753 

事務費  301,106  145,878 -155,228 

  

  

通信費  82,718   55,433 -27,285 

消耗品  193,218 64,677 -128,541 

会議費  5,000 0 -5,000 

活動障害保険料

等  

20,170   19,730 -440 

予備費  0  149,878 149,878 

 事務所移転にま

つわる機器・機

材等  

 

 

0 

  

 

149,878 

 

 

149,878 

支出合計  1,627,462 1,450,210 -177,252 

差引残高  393,713 153,011 -240,702 

 

 

６ 監査の結果  

  財政援助団体に係る出納その他の事務について監査した結果、お

おむね適正かつ効率的に執行されているものと認められた。  

  なお、監査における個別の意見は次のとおりである。  

 

 ⑴ 財政援助団体に関する事項  

   事業活動は、各部会により構成され、菟田野に居住し活動する

各種団体等とし、住民一人ひとりの支援や協力によって成り立っ

ており、その事業活動を行うための資金は、補助金や体験ツアー

負担金収入等となっている。 

地域の仕事の良さを知ってもらおうと実施された農業体験や

林業体験は、まち全体でひとを育てる、まちを育てるという助け

合いの心、地域力の特性を発揮されたものと感じた。  

菟田野全体ということで、非常に広範囲にわたるためニーズを

拾うのも大変だと思われるが、逆にそのスケールメリットを活か

して、地域全体、老若男女を巻き込み、効率的かつ効果的な事業
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展開がなされている。  

地域部会において、地域支援活動として地元の団体に補助金を

支出されていたが、各団体において補助金が適切に執行されてい

ることを確認した書類（決算書等）を添付するようにして頂きた

い。 

定期総会については、毎年度監査を実施し正確に会計処理され

ている。 

 

 ⑵ 所管課に関する事項  

   まちづくり協議会の活動を支援するため、各地域に地域支援員

を配置し、地域の実情に応じたまちづくり協議会の支援を行って

いる。  

   まちづくり協議会の活動は、地域住民が主体的に行うべきでは

あるが、地域支援員等を通じて、活動の支援を行政が行う必要が

ある。今後ともまちづくり協議会との連携を密にして、現在の問

題点等を共有し積極的な支援に努め、目的を達成するための指導

や助言、書類審査等を適切に行われたい。  

 


